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夏季休業中の学習用タブレットの持ち帰りについて（お願い）

　盛夏の候、日頃は本校の教育に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。
　さて、豊田市では、お子様が主体的かつ効果的に学習を進められるように、一人１台学習用タブレット（iPad）が整備されました。
つきましては、夏季休業中も家庭での学習支援の一助とするため、学習用タブレットの持ち帰りを下記のとおり実施しますので、よろしくお願いします。

記

１　目的
　　　夏季休業時の探究学習などの学習活動の補助及び休業中の宿題に意図的に活用し、学習用タブレットを家庭学習で有効活用する習慣をつけるため。

２　持ち帰り期間
[bookmark: _GoBack]　・令和３年7月２１日（水）から８月３１日（火）
　　※９月１日（水）の登校日に学習用タブレット、充電器を持ってきてください。
※登校前日に、家庭でMSアカウントの入力を確認し、充電をしておいてください。

３　その他
　・別紙「学習用タブレットを家で使って、学びを深めよう！」や学習用タブレットのブックアプリ内にある「使い方ハンドブック」「学習用タブレット運用ガイドブック（保護者用）」を使って、家庭での使い方やルールを再確認してください。
　　※「学習用タブレットを家で使って、学びを深めよう！」の提出は7月15日（木）までに担任へお願いします。
　・保管場所は、高温や直射日光の当たる場所（車内等）、床や食卓の上など破損、故障の可能性が高まる場所には保管しないようにしてください。
　・夏季休業中は午前６時から午後９時の利用が可能です。
　・YouTubeに公開されている動画については、夏季休業中は学校が特別に許可した動画のみ視聴することができるように設定変更しています。
　・自宅等にWi-Fi環境がない場合は、担任に御相談ください。モバイルルーターを貸し
出すことができます。
・家庭の方針等で持ち帰りを希望しない場合は、学校まで御連絡ください。

○この件についての問合せは、教頭　中根章江（４５－０５５６）までお願いします。
